
令和 8 年 3 月 

ちくば福祉会 重要事項説明書 

 

教育・保育の提供の開始にあたり、当会があなたに説明すべき内容は次のとおりです。 

 

■設置主体■ 

設 置 主 体 の 名 称 社会福祉法人 ちくば福祉会 

所 在 地 沖縄県糸満市字大里 741 番地 13 

T E L ・ F A X TEL：(098)994-2179  FAX：(098)996-2178 

代 表 者 氏 名 理事長  山城 歩 

法 人 設 立 年 月 日 平成 20 年 2 月 28 日 

定款の目的に定めた事業 第 2 種社会福祉事業 

 

■施設の概要■ 

種 類 幼保連携型認定こども園 

名 称 ちくば認定こども園 

所 在 地 沖縄県糸満市字大里 741 番地 13 

T E L ・ F A X TEL：(098)994-2179  FAX：(098)996-2178 

施 設 長 氏 名 山城 歩 

開 設 年 月 日 平成 20 年 4 月 1 日 

利 用 定 員 ( 年 齢 別 ) 
0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

12 人 21 人 21 人 49 人 55 人 59 人 217 人 

 

種 類 幼保連携型認定こども園 

名 称 糸満ちくば第２こども園 

所 在 地 沖縄県糸満市字糸満 1736-3 

T E L ・ F A X TEL：(098)851-8778   FAX：(098)851-8809 

施 設 長 氏 名 山城 都 

開 設 年 月 日 平成 30 年 4 月 1 日 

利 用 定 員 ( 年 齢 別 ) 
0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

9 人 21 人 25 人 43 人 43 人 44 人 185 人 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

■保育を提供する時間■ 

（１）開所時間 

月曜日～金曜日 7：00～18：59  

土曜日 7：00～17：59 

（２）保育時間（２号・３号認定） 

 保育標準時間 保育短時間 

月曜日～金曜日 7 時 00 分～17 時 59 分 

１）8 時 00 分～15 時 59 分 

２）8 時 30 分～16 時 29 分 

３）9 時 00 分～16 時 59 分 

土曜日 7 時 00 分～17 時 59 分 

１）8 時 00 分～15 時 59 分 

２）8 時 30 分～16 時 29 分 

３）9 時 00 分～16 時 59 分 

延長保育 18 時 00 分～18 時 59 分（月～金） 保育短時間以外は延長保育となります 

 

 

■施設・設備の概要■ 

ち
く
ば
認
定
こ
ど
も
園 

室名  クラス名 面積(㎡) 

乳児室・ほふく室 

0 歳 児 室 ひ よ こ 47.00 

1 歳 児 室 り  す 75.53 

小 計 ( 部 屋 数 ) （ 2 ） 122.53 

保育室 

2 歳 児 室 う さ ぎ 50.67 

3 歳 児 室 く  ま(2 クラス) 100.64 

4 歳 児 室 ぞ  う(2 クラス) 110.57 

5 歳 児 室 らいおん(2 クラス) 121.25 

小 計 ( 部 屋 数 ) （ 7 ） 402.11 

遊 戯 室  

２ 階 ホ ー ル  120.68 

ひ ま わ り ル ー ム  57.75 

小 計 （ 部 屋 数 ） （ 2 ） 178.43 

部 屋 数 計 （   11   ） 502.59 

屋 外 遊 戯 場  769.31 

 

糸
満
ち
く
ば
第
２
こ
ど
も
園 

室名  クラス名 面積(㎡) 

乳児室・ほふく室 

0 歳 児 室 ひ よ こ 40.53 

1 歳 児 室 り  す 80.35 

小 計 ( 部 屋 数 ) （ 2 ） 120.88 

保育室 

2 歳 児 室 う さ ぎ(2 クラス) 58.98 

3 歳 児 室 く ま(2 クラス) 100.90 

4 歳 児 室 ぞ う(2 クラス) 125.00 



3 

 

5 歳 児 室 らいおん(2 クラス) 132.00 

小 計 ( 部 屋 数 ) （ 8 ） 416.88 

そ の 他 の 部 屋  

２ 階 ホ ー ル  200.56 

子 育 て 支 援 室  36.45 

小 計 （ 部 屋 数 ） （ 2 ） 237.01 

部 屋 数 計 （   12   ） 774.77 

屋 外 遊 戯 場  984.11 

 

■法人理念■ 

私達は、子ども達に光をあて一人ひとりがたくましく道を歩んで行けるように賢明を志す。 

 

■教育・保育方針■ 

子ども達は、あらゆる可能性を持っています。様々な経験、体験を通して心身共にたくましい

心を育みます。 

 

■教育・保育目標■ 

★集団の中で生き生きと生活する元気な子ども 

★身の回りのことができる子ども 

★心身共に健康でたくましい子ども 

★がんばる事ができる子ども 

★話しを聞ける子ども 

 

■施設の目的及び運営方針■ 

１ ちくば認定こども園・糸満ちくば第２こども園（以下「当園」という。）は義務教育及びその

後の教育の基礎を培うものとしての満３歳児以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とす

る子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な

環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うこと

を目的とする。 

２ 当園は、教育・保育の提供に当たっては、入園する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉

を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。 

３ 当園は、教育・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの

状況や発達過程を踏まえ、教育と保育を一体的に行うものとする。 

４ 当園は、社会の期待や願いに応
こた

えられる創意と活力のある教育・保育活動をすすめ、子ども・

保護者・地域に信頼されるよう努めるものとする。 

５ 当園は、安心・安定した情緒と落ち着いた環境の中で、健やかで豊かな心と体が育つよう教

育・保育を行うものとする。 

６ 当園は「沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例」その他

関係法令・通知等を遵守
じゅんしゅ

し、事業を実施するものとする。 
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■提供する教育・保育の内容■ 

 当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 26 年７月２日内閣府・文部科学省・厚

生労働省令第２号）に基づき、以下に掲げる教育・保育その他の便宜の提供を行う。 

（１） 特定教育・保育（第 12 条に規定する時間において提供する教育・保育をいう。以下同じ。） 

（２） 食事の提供 

（３） 延長保育事業 

（４） 預かり保育 

（５） その他教育・保育に係る行事等 

 

■職員の区分及び定員■ 

園に次の職員を置く。 

（１）園長      １名   （８）用務員   １名 

（２）副園長     １名   （９）事務長   １名 

（３）主幹保育教諭  １名   （10）事務員   １名 

（４）副主幹保育教諭 １名   （11）嘱託医   １名 

（５）保育教諭    19 名    （12）歯科嘱託医 １名 

（６）栄養士     １名   （13）学校薬剤師 １名 

（７）調理員     ２名 

  ２ 前項に定めるもののほか必要に応じその他の職員を置くことができる。 

 

■職務の内容■ 

職  名 職  務  内  容 

園長 

1   理事会の決定事項の執行及び業務報告 

2   園の経営管理 

3   園の事務管理 

4   職員の人事管理 

5   保育計画の立案及び保育業務の管理 

6   園の財務管理 

7   施設管理 

8   官署、保護者会、その他渉外連絡 

副園長 

1  園長を補佐し、その責任を分担 

2   指導計画（保育月案、週案、日案）の指導 

3   特別の行事に関する計画の立案指導 

4   保健衛生に関する計画並びに指導 

5   図書の購入及び保育備品の整理保管 

6   農園・園庭の花木野菜の管理 

7   献立表の調整 

8  業務上園長の命ずる事項 

事務長 1   園長・副園長を補佐し、その責務を分担 
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2   園の事務管理 

3   園の経理事務(現金取扱者) 

4   関係官署その他の渉外・事務調整 

5   施設管理 

6   業務上園長の命ずる事項 

7   その他保育上必要な事項 

主幹保育教諭 

1   園長を補佐 

2   指導計画（保育月案、週案、日案）の指導 

3   特別の行事に関する計画の立案指導 

4   保育・教育実践立案指導 

5   園内研修立案 

6   保護者会、関係団体、地域福祉活動に関する事 

7   実習生の指導及び臨時の職員指導 

8   給食の献立、予定表、作成協議等の事項 

9   その他保育・教育上必要な事項 

10   業務上園長の命ずる事項 

副主幹保育教諭 

1   主幹保育教諭を補佐 

2   指導計画（月案、週案、日案）の指導 

3   特別の行事に関する計画の立案指導 

4   保育・教育実践立案指導 

5   園内研修立案 

6   教育・保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言 

7   その他保育上必要な事項 

8   業務上園長の命ずる事項 

指導教諭 

1  副主幹保育教諭を補佐 

2  教育・保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言 

3  保育備品の整理保管 

4  その他保育上必要な事項 

5  業務上園長の命ずる事項 

リーダー教諭 

1  指導教諭を補佐 

2  指導計画（月案、週案、日案）の指導 

3  保育・教育実践立案指導 

4  保育備品の整理保管 

5  その他保育上必要な事項 

6  業務上園長の命ずる事項 

保育教諭 

1   保育・教育計画作成に関する事項 

2   その他保育・教育上必要な事項(児童票、保育日誌) 

3   備品、物品に関する事項 
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4   園外固定遊具の点検 

5   共同遊具の点検整備 

6   保健衛生に関する事項 

7   医療品の点検整理保管 

8   業務上園長の命ずる事項 

経理主任 

1  事務長を補佐 

2  園の事務管理 

3  園の経理事務(現金取扱者) 

4  関係官署その他の事務調整 

5  事務全般 

6  その他保育上必要な事項 

7  業務上園長の命ずる事項 

経理リーダー 

1  経理主任を補佐 

2  園の経理事務(現金取扱者) 

3  事務全般 

4  ホームページに関する事項 

5  その他保育上必要な事項 

6  業務上園長の命ずる事項 

事務員 

1   経理リーダーを補佐 

2   園の経理事務(現金取扱者) 

3   事務全般 

4   業務上園長の命ずる事項 

5   その他保育上必要な事項 

調理リーダー 

1  食育に関する計画 

2  献立表の整理 

3  調理場内の清掃整理に関する事項 

4  料理の実施 

5  炊具、食器の管理 

6  その他給食に関する事項(給食日誌) 

7  業務上園長の命ずる事項 

8  給食材料の発注並びに納品物チェック 

9  食品受払簿の記入 

調理員 

1   献立表の整理 

2   調理場内の清掃整理に関する事項 

3   料理の実施 

4   炊具、食器の管理 

5   その他給食に関する事項(給食日誌) 

6   業務上園長の命ずる事項 
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7   給食材料の発注並びに納品物チェック 

8   食品受払簿の記入 

用務員 

1   農園・園庭の花木野菜の手入れ・世話 

2   園周囲の清掃 

3   園内清掃 

4   厨房補助 

5   業務上園長・副園長の命ずる事項 

栄養士 
1   献立の作成 

2   調理指導 

嘱託医 

・小児科医 

・歯科医 

1   園児の健康に関する事項(診察・指導) 

2   園児の歯科衛生に関する事項(診察・指導) 

3   虫歯の予防に関する助言 

学校薬剤師 

1  照度や各部屋の空気検査 

2  飲料水・プールの衛生管理 

3  厨房や調乳室の衛生環境状況の検査 

4  環境衛生についての指導・助言 

5  医薬品についての指導・助言 

6  健康相談 

■学期■ 

１年を次の３学期に分ける。 

 （１） 第１学期 ４月１日から ７月 31 日まで 

 （２） 第２学期 ８月１日から 12 月 31 日まで 

 （３） 第３学期 １月１日から ３月 31 日まで 

 

■教育・保育の提供を行う時間■ 

当園の教育・保育の提供する時間は、次のとおりとする。（別紙１参照） 

 （１）保育標準時間認定に係
かかわ

る保育時間（11 時間）２号・３号認定 

    ７時から 17 時 59 分までの範囲で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

 （２）保育短時間認定に係る保育時間（８時間）２号・３号認定 

    ８時から 15 時 59 分、８時 30 分から 16 時 29 分、９時から 16 時 59 分の三類型から保

護者が保育を必要とする時間帯を選択することとする。 

（３）教育標準時間（１号認定） 

    ８時から 15 時 59 分までを標準とする。ただし、預かり保育利用者は教育標準時間を除

く７時 00 分から 7 時 59 分までと 16 時 00 分から 17 時 59 分までの範囲内で預かり保育

を実施する。 

 

■教育・保育の提供を行う日及び行わない日■ 

１ 教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、１号認定子ども

については、月曜日から金曜日までとする。 
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   ２ 当園の休業日は、次のとおりとする。 

   （１）日曜日 

（２）年末年始（１２月２９日から１月３日） 

（３）国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

（４）慰霊の日（６月２３日） 

３ 以下の期間及び日においては、１号認定子どもに対する教育・保育の提供は原則とし

て行わない。 

（１）土曜日 

４ 教育・保育上必要があり、または、やむを得ない事情があるときは、前２項の規定に

かかわらず休業日に教育・保育を行うことがある。 

５ 非常変災その他急迫
きゅうはく

の事情があるときは、臨時に教育・保育を行わないことがある。 

■入園に関する事項■ 

１ 当園に入園するときは、当園が定める所定の手続きを要する。 

２ １号認定子どもについて、入園希望者が利用定員を上回る場合は、当園の建学の精神 

に基づく選考を行い、決定する。 

（１）一号認定選考基準 (ちくば認定こども園) 

・第一優先・・・・・・高嶺小学校校区に住所を有する児童 

・第二優先・・・・・・ちくば認定こども園・糸満ちくば第２こども園にきょうだいが 

在園している児童 

・第三優先・・・・・・兼城小学校校区に住所を有する児童 

・第四優先・・・・・・糸満市に住所を有する児童 

（２）一号認定選考基準 (糸満ちくば第２こども園) 

・第一優先・・・・・・糸満小学校校区に住所を有する児童 

・第二優先・・・・・・ちくば認定こども園・糸満ちくば第２こども園にきょうだいが 

在園している児童 

・第三優先・・・・・・糸満南小学校校区に住所を有する児童 

・第四優先・・・・・・糸満市に住所を有する児童 

但し、基準に照らし合わせても優劣がつかない場合には抽選とする。 

 ３ ２号認定子ども及び３号認定子どもについては、糸満市の行う利用調整を経て、園長が 

入園を決定する。 

 ４ 前２項の規定に関わらず、在園する子どもの支給認定区分変更に伴う園内の異動につい 

ては、園長が決定する。 

■登降園■ 

 ・登降園については原則として保護者が付き添うものとする。 

 ・保護者以外の方（18 歳以上とする）が登降園の送迎を行う場合には事前に続柄と名前の 

報告をしてください。 

・登降園の際には必ず最初に打刻をして下さい。 

・コドモンの打刻漏れがあった場合１回２００円徴収いたします。（スマートフォンを忘れた場

合またはアプリ未登録の方がお迎えの際は事務所に声をかけてください。） 
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■欠席■ 

園児が欠席する場合には、保護者は 9：00 までにコドモン(登降園システム)や口頭（電話を含

む）で届け出るものとする。 

■利用料金等■ 

 

（１）利用料 

１  糸満市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例に基づき、利用者負担額の支払いを受けるものとする。ただし、１・２号認定児は

教育・保育無償化に伴い、保育料の利用者負担額を無償とする。 

  ２  糸満市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例に基づき設定するものは次の表のとおりとする。 

① 利用児童に係る費用  

 内 容 金 額（円） 該当する認定 

保護者会費（年額） 
2,600 0・1・2 歳児 

3,800 3・4・5 歳児 

新年度用品代（クラスによって異なる） 1,310～ 全園児 

教材費（3 歳児～） 4,730～ １・２号認定 

給食費（主食費＋副食費／１か月） 1,280～6,400 
１号認定 

(階層により金額が異なります)  

給食費（主食費＋副食費／１か月） 1,600～8,000 
２号認定 

(階層により金額が異なります)  

３ 延長保育の料金は、３０分２００円とする。 

 ４ １号認定こどもの預かり保育の料金（月～金） 

① 午前７時～午前７時 59 分（日/300 円 ・ 月/4,500 円） 

② 午後４時～午後５時 59 分（日/500 円 ・ 月/7,500 円） 

※預かり保育の要件・・・別紙２参照 

５ １号認定こどもの土曜日利用の場合は１日 1,500 円とする。利用時間は午前７時～午後 5

時 59 分までとする。 

 

６ 新年度の消耗品費用〈令和 8 年１月末時点の価格です。〉 

クラス 内容 金額（円） 

０歳児 
★２斤袋１〆 ★ティッシュ(5 個入り)１組 ★雑巾２枚 

★ボディーソープ 1 袋 ★タオルペーパー(5 個入り)２組 
2,753 

１歳児 
★２斤袋１〆 ★ティッシュ(5 個入り)１組 ★雑巾２枚 

★ボディーソープ 1 袋 ★タオルペーパー(5 個入り)２組 
2,753 

２歳児 
★２斤袋１〆 ★ティッシュ(5 個入り)１組 ★雑巾２枚 

★ボディーソープ 1 袋 ★タオルペーパー(5 個入り)２組 
2,753 

３歳児 
★ティッシュ(5 個入り)１組 ★雑巾２枚 

★せっけん(固形ミューズ)3 個 ★タオルペーパー(5 個入り)２組 
2,175 
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４歳児 
★ティッシュ(5 個入り)１組 ★雑巾２枚 

★せっけん(固形ミューズ)3 個 ★タオルペーパー(5 個入り)２組 
2,175 

５歳児 
★ティッシュ(5 個入り)１組 ★雑巾２枚 

★せっけん(固形ミューズ)3 個 ★タオルペーパー(5 個入り)２組 
2,175 

  新年度消耗品は４月の保育料と一緒に引き落としいたします。 

  ※金額の変更がある場合にはお知らせします。消耗品が足りなくなった場合には、追加で

費用請求します。 

（２）支払い方法 

延 長 保 育 料 口座振替 

給 食 費 口座振替 

保 護 者 会 費 口座振替 

利 用 者 負 担 額 口座振替 

その他別途に定める料金 口座振替 

 ６ 保育料の支払いが２か月以上遅れた場合は、保育料納付誓約書に署名をしていただいた保

証人へ保護者の承諾を得ず連絡をします。なお、保証人の方は配偶者や未成年者以外の方

とします。 

■利用の開始・終了・留意事項■ 

（１）利用の開始について 

 当園では、糸満市の利用調整に基づき、当園に入所内定された保護者並びに１号認定の選考に

基づき、内定された保護者が本重要事項説明書の内容に同意を頂いた方は重要事項同意書にサイ

ンを行い、必要書類の全てが提出された後に保育の提供を開始できるものとします。 

（２）利用の終了について 

 当園では、以下の場合には保育の提供を終了するものとします。 

① 利用乳幼児が小学校に就学したとき 

② 子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなったとき 

③ 長期欠席するとき（無断で１か月以上） 

④ その他、利用の継続について重大な支障または困難が生じたとき 

⑤ 保育料やその他の支払が 3 カ月以上滞納した場合には、退園の手続きを行います。 

⑥ 園からの依頼事や園のルールに対して不誠意で再三の改善要求に対しても改善が見込めない

と判断した時に退園の手続きを行う場合があります。 

≪例≫欠席や登園が遅れるなど、朝の時点でコドモンや電話での報告が９時までにないこと

が 10 数回以上あり、改善要請の声かけにも何度も繰り返して連絡がない場合 

⑦ 法人職員や子ども達に対しての恫喝
どうかつ

や暴力などに対しては、警察への通報や法的手段で対応

し、保育の提供も終了します。 

⑧ 保護者と園とで法的トラブルが発生し、関係修復が困難だと判断した際には、退園の手続きを

行います。 

（３）留意事項 

①（告知・報告） 

 保護者は、保護者の乳幼児の安全かつ適切な保育を確保し健全な発育を図るため、乳幼児の生
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育歴、家庭環境、健康状態等保育上必要な事項を当園に告知して頂きます。併せて、保護者と当

園は、乳幼児の健全な発育を図るため、乳幼児の日々の健康状態及び保育状況等について、相互

に緊密な連絡に努めます。 

②（保育不可日） 

 当園では、次の各号のいずれかに該当する場合は、乳幼児の保育を行わないことがあります。 

ア 利用乳幼児が感染症の病気で、ほかの乳幼児に感染する恐れがあるとき 

イ 利用乳幼児が病気等で健康を損ない、通常の保育が困難であるとき 

ウ 災害の発生、または発生の恐れがあり、危険が想定されるとき 

③（不正行為への対応） 

 当園では、保護者が偽りその他の不正な行為によって保育給付費の支給を受け、又は受けよう

としたときは、遅滞なく、意見を付して糸満市に通知いたします。 

■給食等について■ 

（１）給食の提供にあたって 

・自園調理  

当園では、衛生、安全に配慮して自園調理を行っています。 

・献立の提供  

 管理栄養士の献立を基に食事を提供しています 

・食育の取組 

 野菜の栽培からクッキングまで食育に取り組んでいます 

（２）給食時間について 

 午前間食 昼食(4～10 月) 昼食(11～3 月) 午後間食 備考 

0 歳児  10 時 15 分頃 10 時 45 分頃 15 時 00 分頃 2 回目離乳食 

1 歳児 8 時 30 分頃 10 時 45 分頃 11 時 00 分頃 15 時 00 分頃  

2 歳児 8 時 30 分頃 11 時 00 分頃 11 時 15 分頃 15 時 00 分頃  

3 歳児  11 時 15 分頃 11 時 30 分頃 15 時 00 分頃  

4 歳児  11 時 30 分頃 11 時 45 分頃 15 時 00 分頃  

5 歳児  12 時 00 分頃 12 時 15 分頃 15 時 00 分頃  

（３）アレルギー対応について 

 除去食の提供・定期診断書提出 

 

■土曜日保育について■ 

・土曜日保育を利用される方には、「土曜日利用申込書」を毎月 10 日頃に翌月分を配布します。

利用される方は、翌月分を毎月 20 日までの提出で受付しております。 

※申込書が未提出の場合には、利用しないものとみなします。 

※申込書の提出期限の 20 日を過ぎて急な事情がある場合は、ご相談頂き対応を考えます。 

【理由】 

・職員の休日や年休を入れるため。 

・土曜日の給食利用人数を把握し食材の無駄をなくすため。 

・各種研修を行い資質向上を行うため。 
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・各種施設整備や環境整備を行うため。（子ども達が安全に過ごせるように） 

  施設整備（扇風機、クーラー、換気扇の清掃、カーテン洗浄、窓ふき、網戸修理など） 

  環境整備（木の剪定
せんてい

、雑草取り、畑を耕す、砂場の不純物確認など） 

 

■こども達の安全・健康などに関する禁止事項・留意事項■ 

・ピアス                 ・髪を染める                  

・マニキュア               ・パーカー(フード付きアウター)   

・裾にひもやゴムがついているズボン    ・スパンコールやビーズなどの装飾のある服 

・家庭のおもちゃを園に持たせる      ・朝食を園に持ち込み食べる 

・駐車場で子どもを遊ばせる         （口の中に食べ物が入ったまま登園） 

・駐車場で子どもと手を繋がずに歩かせる  ・自動車のドアの開け閉めはさせない 

【お弁当について】 

 ・禁止食材   （ブドウ、ゼリー、板海苔、大豆など） 

 ・４つに切る食材（トマト、うずら卵、ミートボールなど、球形なもの） 

 ・縦に切る食材 （ちくわ、ウインナー、きゅうり等） 

          ※長い形態を横に切ると丸っぽい形になるもの 

 ・板海苔は、きざみ海苔に変える。 

【水筒について】R5 年 8 月の水筒による内臓損傷の事故で消費者庁より注意喚起がありました。 

 ・こども園では子ども達が水筒を肩から斜めにかける時には、水筒は前では無く、お尻側にす

るように声掛けをしています。家庭でも水筒による事故が無いよう持ち方の指導をしてください。 

【解熱剤を使って（服用・座薬）の登園はできません】 

 ・解熱剤は、お食事をとったり、睡眠をとりやすくするため一時的に薬で熱を下げているの 

で、体調がよくなったわけではありません。前日、夜中、朝に解熱剤を使用しての登園はで 

きません。 

【生活のリズム、早寝・早起き】 

 ・子どもは、早寝早起きの習慣がないと、食事の時間に眠くなってうとうとしたり、機嫌が悪

くなって、お友達とのトラブルが多くなったり、転倒してつまずいたり、思わぬ事故につながっ

たり危険リスクが高くなります。 

【パンツの入れ忘れ・足りなくなった場合】 

 ・園での購入になります。金額はスーパーで購入した金額を徴収します。 

【爪、前髪、長い髪】 

 ・爪は一週間に１～２回はチェックをしてください。（乳幼児期は自分やお友達の皮膚を傷 

つける事がある。また、伸びすぎてしまうと、爪が深く切れることが多々あり、血が出て痛が

る。） 

・前髪が長くて目にかぶさっていたりする子は、常に不快感があるので瞬
まばた

きが多くなった 

りします。視力にも関係してくるとの事です。子どもが気持ちよく過ごせるようにしましょ 

う。 

・長い髪は結んでください。幼児体育で子どもが安全に逆立ちをしたり、食事の際、衛生面に

しても整った状態で食事が気持ちよく美味しくいただけるようにしましょう。 
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【家から持ってくる玩具やキーホルダー、お金など】 

 ・危険なのでカバンの中、ポケットなども毎日チェックしてください。 

【お土産やプレゼントについて】 

 ・食物アレルギーがあるお子さんへの安全面の配慮と、頂いてばかりで申し訳なく感じてしま

うという保護者の声もあり、ちくば福祉会ではお土産やプレゼントは禁止となっています。 

 

■園医・園歯科医・園薬剤師■ 

 小児科 歯 科 学校薬剤師 

医療機関の名称 かみや母と子のクリニック 上原歯科医院 なごみ薬局 

院 長 名 神谷 鏡子 上原 かんな 伊敷 松太郎 

所 在 地 糸満市字阿波根 1552-2 糸満市糸満 1367-1 糸満市潮崎町 2-1-13 

Ｔ Ｅ Ｌ 098-995-3511 098-994-2066 098-851-9944 

 

■緊急時における対応■ 

１ 当園の職員は、教育・保育の提供を行っているときに、子どもに病状の急変、その他緊急事 

態が生じたときは、速やかに嘱託医に連絡する等、必要な措置を行います。（子どもの主治医へ

の連絡が必要な方は必ず確認を取って園に報告してください。） 

２ 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、子どもの保護者に連絡するとともに、 

必要な処置を行います。転居、仕事が変わった、電話番号が変わった、緊急時の連絡順位に 

変更があるなど、必ず緊急連絡簿の更新を申し出てください。 

３ 園でけがをした際、保護者へ連絡をし、保護者に病院へ連れて行ってもらいます。 

※けがの状態によっては園が病院へ連れて行き、保護者に直接病院に来てもらうこともありま 

す。 

４ 当園は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生 

の原因を解明し、再発防止のための対策に努めます。 

５ 子どもに対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠 

償を速やかに行うものとします。 

 

■非常災害対策■ 

１ 当園は、非常災害に備え、消防計画等を作成し、子どもの安全を確保する為の具体的 

な計画及びマニュアル（次項及び第４項において「計画等」という。）を作成し、非常災害対策

に努める。 

２ 当園は、計画等に基づき、子どもの避難及び関係機関への連絡のための体制を整備し、当該

体制について職員に周知するとともに、子どもに避難方法等について理解させるよう努める。 

３ 当園は、毎月１回、避難及び消火に係る訓練を実施する。 

４ 当園は、前項における訓練の結果を踏まえ、計画等の検証及び必要な見直しに努める。 
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■虐待防止のための措置■ 

 利用乳幼児の人権の擁護
よ う ご

及び防止を図るため、責任者を定め、職員に対する研修を実施します。 

虐待防止 

研修担当者 

ちくば認定こども園 糸満ちくば第２こども園 

氏名：主幹保育教諭 呉我 容芽 氏名：主幹保育教諭 屋富祖 礼子 

TEL：098－994－2179 TEL：098－851－8778 

 

■秘密保持に関する事項■ 

 当園の職員は、業務上知り得た利用乳幼児及び支給認定保護者の秘密を保持し、職員でなくな

った後においても同様に秘密を保持します。 

 

■地域との連携に関する事項■ 

 運営に当たっては、地域住民との連携及び協力を行います。 

地域と連携した交流行事等 内容 

地域交流 
地域の高齢者施設や社会福祉施設との交流会を計画し、地

域の人々との関りを深める。 

 

■賠償責任保険の加入状況■ 

以下の保険に加入しています。 

保 険 の 種 類 認定こども園協会団体保険 

保 険 の 内 容 傷害保険 賠償責任保険 

保 険 金 額 １，０００万円 ２億円 

 

■その他運営に関する事■ 

・当園の敷地内はすべて禁煙です。 

■苦情相談窓口■ 

要望・苦情等に係る窓口を以下の通り設置しています。 

 ちくば認定こども園 糸満ちくば第 2 こども園 

相談・苦情受付担当者 

氏名：(主幹保育教諭) 

呉我 容芽 

TEL：098－994－2179 

氏名：(主幹保育教諭) 

屋富祖 礼子 

TEL：098－851－8778 

相談・苦情解決責任者 
氏名：山城 歩 

TEL：098－994－2179 

氏名：山城 都 

TEL：098－851－8778 

第 三 者 委 員 

氏名：當間 和子 

TEL：098－945－2342 

役職：認可施設 園長 

氏名： 大城 正子 

TEL：098－917－5685 

役職：認可施設 園長  
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■クライシスマネジメント（危機管理）の基本方針■ 

当福祉会では、お子様の生命と安全を最優先に考え、「最悪の事態を想定して行動する」こと

を危機管理の基本原則としております。災害や緊急事態が発生した際、あるいは発生が予測

される際、当福祉会では「無駄足になっても構わない。しかし、取り返しのつかない事態は絶

対に許されない」という信念のもと、避難判断を行います。結果として「避難する必要がなか

った（被害が出なかった）」としても、それは「安全が確認できて幸いだった」と捉えます。

予測が外れることを恐れて避難を躊躇し、万が一の事態を招くことは、私たちが最も避ける

べきリスクであると考えております。園児を預かる責任の重さを鑑み、いかなる場合も安全

への行動を最優先する方針に、ご理解をお願いします。 

 

■津波警報、大津波警報が発令された場合■ 

（ちくば認定こども園） 

 当施設は海抜 31 メートルの高台に位置しており、施設も 2 階建ての耐震構造となっておりま

す。津波発生時は、外へ出るよりも施設内にとどまる方が安全であると判断し、園児を施設の上

階、または安全な場所で保護し続けます。保護者様がお迎えのために沿岸部や低地を移動するこ

とは非常に危険です。まずはご自身の安全を確保し、慌ててお子様をお迎えに来ないでください。 

（糸満ちくば第 2 こども園） 

当施設は海抜の低い（8.1m）立地のため津波警報発令された場合、即座に指定の高所（ちくば認

定こども園）へ避難を開始します。交通状況次第で園車両か徒歩か判断します（徒歩 30分程） 

園児を連れて迅速に避難するため、職員が施設に残ることはありません。この時、施設にお迎え

に来られても、園児は不在であり保護者様自身が津波に巻き込まれる恐れがあり大変危険です。

私たちは園児と一緒に高台へ避難します。保護者様も、園を信頼して、まずはご自身の避難を最

優先してください。 

 

■お誕生会ケーキの提供ルール変更のお知らせ■ 

お子様たちが楽しみにしている月 1回の誕生日ケーキですが、これまでは早めに降園される園児

にも特別に提供していました。しかし、提供時間のばらつきによる安全管理の難しさや、他のお

やつとの線引きを明確にするため、今後は通常のおやつの時間に在園している園児への提供に統

一させていただくこととなりました。  

■防犯カメラの設置と運用について■ 

 当福祉会では、園児の安全確保および施設内の防犯体制強化のため、防犯カメラを設置し、24

時間録画による監視を行っております。 

設置目的： 不審者の侵入防止、事故の未然防止、および緊急時の状況確認のため。 

データの取り扱い： 録画データは厳重に管理し、法令に基づく場合や緊急時（警察等の要請）

を除き、第三者に提供することはありません。また、一定期間経過後は速やかに上書き消去され

ます。 

プライバシー保護： 園児および保護者のプライバシーに配慮した運用を行っております。 

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 
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別紙１ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・土曜の延長保育はありません。 

 
保育時間 

教育標準時間 
延長保育 預かり保育 

 7:00 7:59 17:00 18:00 19:00 

 7:00 18:00 19:00 

・２号・３号（標準時間） 

  7:59 16:00 18:00 

・１号（教育標準時間） 

7:00 

Ａ）8:00～15:59  Ｂ）8:30～16:29  Ｃ）9:00～16:59 

19:00 

・２号・３号（短時間） 

7：00～17：59 

8：00～15：59 
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別紙２ 

【1 号認定の預かり保育要件】 

 
 ちくば認定こども園・糸満ちくば第 2 こども園では、午前 7 時～午前 7 時 59 分までと午後４

時～午後 5 時 59 分までの預かり保育を行っておりますが、下記の事項に該当する方が対象にな

ります。預かり保育を申し込む方は必要な書類を提出お願い致します。 

 保護者（父母ともに）、次のいずれかの事由が必要です。 

 

預かりの必要性の理由 利用可能期間 必要書類等 

1 就労 

預かりを利用しないと、 

就労に支障が出る場合。 

※月 64 時間かつ週 16 時間

以上就労していること 

小学校就学まで

の必要な期間 

・勤務証明書 

・自営業（内職等）申立書 

・預かり申請書 

2 妊娠・出産 

妊娠中であるか、又は出産

後まもなく、助けてくれる

身内がいない場合。 

出 産 予 定 日 の  

2 ヶ月前の初日 

か ら 出 産 日 の  

3ヶ月後の月末日

までの期間 

・妊娠・出産による預かり保

育利用に関する同意書 

・母子手帳の写し（産前は妊

娠経過のページ、産後は出生

日記入ページ） 

・預かり申請書 

3 
保護者の病気・

障害 

病気、負傷、障害があり、助

けてくれる身内がいない場

合。 

小学校就学まで

の必要な期間 

・診断書（保護者用） 

・障害手帳 

・預かり申請書 

4 
親族の介護・看

護 

病気や心身に障害のある親

族を常時介護・看護してい

る場合。 

小学校就学まで

の必要な期間 

・診断書（介護・看護用） 

・預かり申請書 

5 
求職活動（起業

準備含む） 

求職活動（起業準備）を継続

的に行っている場合。 

年度内の通算 

3 ヶ月間 

・求職（起業準備）申立書 

・預かり申請書 

6 就学 
大学・専門学校・職業訓練校

に通学している場合。 
就学期間 

・就学状況申立書 

・預かり申請書 

7 その他 園長が認める場合 必要な期間 
・園長との面談 

・預かり申請書 

 

※１～７の事由に該当しなくなった場合は、その時点までの預かりとなります。 

※保護者の用事など単発利用は事前に申し込むこと。 


